
事 務 連 絡 

令和２年３月 24日 

 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 御中 

後期高齢者医療主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する 

傷病手当金の支給について 

 

医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者（発熱等の症状があり感染が疑われる

者も含む。以下同じ。）に対する傷病手当金の支給について、下記のとおり御連絡い

たしますので、都道府県におかれましては、管内市町村（特別区を含む。以下同じ。）

及び国民健康保険組合への周知等のほど、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について、

別紙１及び別紙２のとおり、条例参考例及びＱ＆Ａを作成しましたのでお送りしま

す。運用に当たっての参考としていただきますようお願い申し上げます。また、国

民健康保険組合においても条例参考例等を傷病手当金の支給に係る規約改正の参

考としていただきますようお願い申し上げます。 

 

２．「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等につ

いて」（令和２年３月 10 日事務連絡）において、新型コロナウイルス感染症に感

染した被用者に対する傷病手当金の支給について御検討いただくようお願いした

ところですが、都道府県におかれましては、管内各市町村、各国民健康保険組合及

び後期高齢者医療広域連合において、意向を確認し、取りまとめた上で、令和２年

４月６日（月）までに御報告いただくよう、お願い申し上げます。また、検討中と

報告いただいた場合には、意向が固まり次第、改めて報告いただきますようお願い

いたします。 

 

御中 


